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仕 様 書 

１ 件名 

 薬品管理支援ソフトウェアシステムの購入及び設定委託 

 

２ 履行期間 

 契約締結の日から令和元年１０月３０日まで 

 

３ 履行場所 

 首都大学東京南大沢キャンパス（東京都八王子市南大沢一丁目１番地） 

 首都大学東京日野キャンパス（東京都日野市旭が丘六丁目６番地） 

 首都大学東京荒川キャンパス（東京都荒川区東尾久七丁目２番地１０号） 

 

４ 目的 

  これまで、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成

11 年法律第 86 号）並びに毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号）に基づき、首都大学

東京南大沢キャンパス、日野キャンパス及び荒川キャンパスにおいて、各キャンパスの化学物質

の管理及び安全性を確保するため、システムを導入し、有機溶剤、特定化学物質等を把握すると

ともに、薬品の購入から廃棄までの管理業務の負担を軽減し、簡略化してきた。 
   本契約は、現行のシステムを刷新することにより、更なる機能向上とともにシステム稼働率

を高めることにより一層業務負担を軽減する。 
 

５ 機器仕様及び数量 

  ソフトウェア（IASO R7等）・・・・・・・・・・・・・・１式 

  ハードウェア（サーバ、バックアップ装置）・・・・・各１式 

  ラック用設備、機器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１式 

  詳細は、別紙「特記仕様書」のとおり 

 

６ 機器及びソフトウェアのインストール設定・設置 

 (1) 搬入から設置、動作確認に至るまでのスケジュール及び作業人員に係る体制図（以下「業

務計画書」という。）を作成し、事前に本学担当者の承認を得ること。 

    また、業務計画書に変更の必要が生じ、その内容が重要な場合は、変更した業務計画書を

速やかに作成し、本学担当者の承諾を得るものとする。 

 

 (2) 納品前に機器及びソフトウェアの設定内容を一覧にし、あらかじめ担当者の承認を得るこ

と。 

 

 (3) ソフトウェアのセットアップ完了後、現行の「IASO R5（東北緑化環境保全㈱製）」シス

テムから蓄積データ一式の移行を行うこと。 

    移行に当たっては、事前に移行テストとして、移行データの確認（全件データ数、サ

ンプル抽出等）を行い、担当者の承諾を得て実施すること。テスト結果については書面

にて提出すること。 

 

 (4) 動作確認が完了したサーバ等を設置し、既設のＬＡＮと接続を行い、接続検証を行うこと。 

 

 (5) 機器及びソフトウェアに関する設定・設置の実施結果について、設置作業及び動作確認作

業時において結果を本学担当者に報告するとともに、機器の設置・調整作業完了後機器の作
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業結果報告書を提出すること。 

 

 (6) インストールしたソフトウェア間、ソフトウェアとハードウェア間で競合等の不具合が発

生しないようにすること。発生した場合はその原因について調査を行い、正常作動するよう

復旧すること。 

 

 (7) 施設に立ち入るときは、委託者の許可を受けること。 

 

７ 支払方法 

  履行確認完了後、受託者から適正な請求を受けた日から起算して６０日以内に支払う。 
 
８ 守秘義務及び関係法令等の遵守 

 (1) 受託者は、委託業務における個人情報を秘密扱いとし、個人情報の保護に関する法律（平

成 15 年法律第 57 号）等に則り、第三者及び受託者の従業員のうち委託業務に関与する者以

外に開示せず、また、委託業務を実施する目的以外に使用しないこと。なお、個人情報の保

護については、別紙１「公立大学法人首都大学東京 個人情報取扱標準特記仕様書」の定め

による。 

 

 (2) 本業務に係る電子情報の取扱いに関しては、別紙２「電子情報処理委託に係る特記仕様書」

の定めによる。 

 

 (3) 受託者は法人の信用を失墜する行為及び業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならな

い。 

 

 (4) 本仕様書等その他業務の遂行に関して得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は

譲渡してはならない。このことは、契約解除及び履行期間満了後においても同様とする。 

 

９ その他 

 (1) 受託者は、この仕様書に定める事項を誠実に遵守し、安全対策を講じて受託業務を遂行し

なければならない。 

    また、受託者は、各業務の遂行に当たっては、法人各施設の特殊性を十分理解し、その円

滑な運営に支障をきたすことのないようにしなければならない。 

 

 (2) 委託者は、委託業務に関して調査し、又は報告を求め、必要のあるときは改善を求めるこ

とができるものとする。 

    この場合、受託者は、直ちにこれに応じてその結果を報告しなければならない。 

 

 (3) 委託業務を遂行するために必要な光熱水費は、法人の負担とする。 

 

 (4) 発生材の処理 

ア 委託業務に伴う発生材は、受託者において構外に搬出し、処理すること。 

イ 処理に当たっては、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）、建設物副産物適正処理推進

要綱その他関係法令に従い適切に処理すること。 

 

 (5) 危害及び損害予防措置 

  ア 受託者は、業務の実施に当たって、法人又は第三者に危害又は損害を与えないように万全
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の措置をとらなければならない。 

イ 業務の実施に当たって、受託者の責に帰すべき理由により法人の財産又は第三者に損害を

与えた場合は、受託者はその賠償の責を負うものとする。 

ウ 法人又は第三者に危害若しくは損害を与えた場合又はそのおそれのある場合には、受託者

は直ちに委託者に報告すること。 

 

 (6) 本仕様書に疑義が生じた場合は、本学担当者と協議の上決定すること。 

 

10 環境により良い自動車の利用 

  本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用する場合は、都民の健康と安全を確保する

環境に関する条例（平成１２年度東京都条例第２１５号）の規定に基づき、次の事項を遵守する

こと。 

① ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関

する特別措置法（平成４年法律第７０号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めるこ

と。 

  なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）粒子状物質減少装着証明書

等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。 

 

 

 

【担当者】 
 公立大学法人首都大学東京 
 総務部総務課労務安全管理係 大平 
 電 話：（０４２）６７７－１１１１（内線１０１７） 
 Ｆ Ａ Ｘ：（０４２）６７７－３１３９ 
 ＭＡＩＬ：oohira-takemi@jmj.tmu.ac.jp 
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特記仕様書 ハードウェア及びラック用設備、機器要件 

 
１ サーバ機器 

下記仕様を全て満たす、又は同等以上の機種を１台納入すること。 

機器等 機器等 仕様 

ラック 
マウント

サーバ 

CPU Intel社製 XeonプロセッサE3-1225v6又はこれと同等以上の性

能を有すると判断されるものであること 
メモリ 16GB以上のサーバ機器向けメモリ 

HDD 物理的容量が1TB以上の内蔵ハードディスクを2台以上有し、そ

れらを用いたRAID1構成であること 
光学ドライブ 読み込み速度が最大16倍速以上の装置が内蔵されていること 

GPU 1024×768ドット以上の解像度で65000色の表示する機能を有す

るグラフィックアクセラレータが内蔵されていること 
拡張スロット PCI拡張スロットを3スロット以上提供できること 
USBコネクタ USB3.0対応ポートを2ポート以上提供できること 
電源 AC100V/200V対応のものとする 
I/F（ネットワー

ク） 
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TにLAN接続可能なポー

トを2ポート以上搭載すること 

無停電電源装置 

・停電時にシステムを30分以上継続して稼働可能なUPS装置

を提供すること。（APC Smart-UPSシリーズ500相当） 
・電源管理ソフトウエアによる状態監視を提供すること。 
・交換用バッテリーの入手が可能なものとすること。 
・UPSの電源は100V電源(プラグ形状NEMA 5-15P)とする。 

その他 

・19 インチラックに搭載可能なラックマウント型サーバーとす

る。 
・UPS の用意と設置接続を行うこと。 
・省エネ法2011年度基準において達成率がAAA(達成率500％

以上)であること。 
バックア

ップ装置 HDDドライブ データバックアップ装置として、物理的容量が1TB以上のハード

ディスクを有し、1日1回以上、バックアップを行うこと 
 
２ ラック用設備、機器 

項目 仕様 

ＫＶＭ 

KVMケーブル１本を提供すること 
参考） 
設置済 

ＫＶＭ 

（メーカー）NEC社製 （型番）N8143-77 
17型LCDコンソールユニット(8Server) 
INPUT 100-240Vac 0.7-.4A 60/50Hz 

レールキット 19インチラックマウント用レールキットを調達に含めるこ

と 
 

３ 本学からの提供品 

項目 仕様 
サーバラック仕様 42U ラック（19 インチサーバラック対応）を想定 
コンソール 17 型 LCD コンソールユニット（8Server）を想定 
 なお、本提供品は、本契約における設置・設定の目的にのみ使用を許可する。 
 
４ 納入及び設置場所 
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（１）各機器の納入及び設置場所は本学担当者に指示に従うこと。設置日については、法人担当者

と協議の上決定する。 

（２）前項の設置場所へ作業員が入室するには、本法人の許可が必要である。従って、本法人担当

者に作業予定時刻、作業員名を連絡し、入室許可を受けること。 
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特記仕様書 ソフトウェア要件 

 
１ 下記のソフトウェアの動作検証を行い、サーバに導入すること 

No. 種別 仕様 提供 備考 

1 IASO R7 
・東北緑化環境保全㈱製 
・型番「R7-PL20」 
・バージョンアップ版 

20 ライセンス 指定品 

2 IASO R7  
オプション  

・東北緑化環境保全㈱製 
・型番「R7-OP-9」 
・東京都環境確保条例 

1 ライセンス 指定品 

3 サーバ OS Windows Server Standard 2016 と同等

以上のもの 1 ライセンス  

4 ウイルス 
対策ソフト 

Server Protection for Windows 
相当のもの 
（ライセンス期間が 5 年間有効なもの） 

1 ライセンス  

※「IASO R7 バージョンアップライセンス」及び「IASO R7 オプション 東京都環境確保条例」

については指定品とするため、当該ソフトウェアを調達・導入すること。 
また、指定品に関する取扱説明書、日本語版及び英語版の印刷物を各１部及び電子媒体１セット

を併せて提供すること。 
その他のソフトウェアについては、仕様に記載のある参考品と同等又は同等以上の製品を調達し、

導入すること。 
 
２ 本学が所有している包括ライセンスを用い、下記のソフトウェアの動作検証を行い、サー

バに導入すること。 

種別 仕様 提供 備考 

CAL 上記 No.3 サーバ用

CAL 法人の包括ライセンスを利用 設定作業のみ 

 
３ その他 

（１） ライセンス証書は全て本学へ納品すること。ライセンスが電子的に取り扱われているもの

については、本学が主体的に管理できる状態にすること。 

（２） ソフトウェアのうち、アカデミックライセンスを利用することができる場合は、原則とし

てアカデミックライセンスにより調達すること。 

（３） 指定の無いソフトウェアは 5 年間の利用ライセンス及びメーカーサポートを受けられるも

のを選定すること。 



公立大学法人首都大学東京 個人情報取扱標準特記仕様書 

（基本的事項） 

第 1 受託者は、この契約に係る個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律（平成

15 年法律第 57 号）及び東京都個人情報の保護に関する条例（平成 2 年東京都条例第 113 号。以下「条

例」という。）を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払い、適正に管理しなけ

ればならない。 

（秘密の保持） 

第 2 受託者（受託業務に従事している者又は従事していた者を含む。）は、この業務により知り得る事

となった個人情報を他に漏らし、又は不正な目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。 

（目的外収集・利用の禁止） 

第 3 受託者は、この業務を処理するために個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の範囲

内で行わなければならず、必要な範囲を超えて収集し、又は他の用途に使用してはならない。 

（第三者への提供の禁止） 

第 4 受託者は、この業務を処理するために、法人から提供を受け、又は受託者が自ら収集し、若しく

は作成した個人情報が記載された資料等を、法人の承諾なしに第三者へ提供してはならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第 5 受託者は、この業務を処理するために法人から提供を受けた個人情報が記載された資料等を、法

人の承諾なしに複写又は複製してはならない。 

（適正管理） 

第 6 受託者は、この業務を処理するために法人から提供を受けた個人情報は、施錠できる保管庫に格

納するなど漏えい、滅失及びき損の防止のために必要な措置を講じなければならない。受託者が自ら当

該業務を処理するために収集した個人情報についても同様とする。 

2 受託者は、前項の個人情報の管理にあたり、管理責任者を定め、台帳を備えるなど管理の記録を残

さなければならない。 

3 法人は、前 2 項に定める管理の状況について疑義等が生じたとき、受託者の事務所等に立ち入り、

調査することができる。 

（資料等の返還） 

第 7 この業務を処理するために、法人から提供を受け、又は受託者が自ら収集し、若しくは作成した

個人情報が記録された資料等は、この契約終了後直ちに法人に返還し、又は引き渡さなければならない。

ただし、法人が別に指示したときはその指示に従わなければならない。 

（記録媒体上の情報の消去）  

第 8 受託者は、受託者の保有する記録媒体（磁気ディスク、紙等の媒体）上に保有する、委託処理に

係る一切の情報について、委託業務終了後、すべて消去しなければならない。 

（再委託の禁止） 

第 9 受託者は、法人があらかじめ承諾した場合を除き、個人情報を取り扱う業務に係る部分について

再委託することはできない。 

2 前項の規定により法人が承諾した再委託先がある場合には、個人情報の取扱いについて、再委託先

別紙１



は、本仕様書の記載事項を遵守し、受託者は、再委託先の個人情報の取扱いについて全責任を負うもの

とする。 

 

（事故等の措置） 

第 10 受託者は、個人情報の取扱いに関して漏えい、滅失、き損等の事故が発生した場合は、直ちに法

人に報告し、法人の指示に従わなければならない。 

 

（契約の解除） 

第 11 法人は、受託者が個人情報の保護に係る義務を履行しない、又は義務に違反した場合、契約を解

除することができる。 

 

（損害賠償） 

第 12 受託者が個人情報の保護に係る義務を履行しない、又は義務に違反したことにより法人が損害を

被った場合、法人は、契約を解除するか否かにかかわらず、その損害額の賠償を受託者に対して請求す

ることができる。 

 

（その他） 

第 13 個人情報の保護に関する事項について本特記仕様書に定めのない事項は法人の指示に従わなけ

ればならない。 



 

電子情報処理委託に係る特記仕様書 

 

 

委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、

この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。 

 

 

１ 情報セキュリティポリシーを踏まえた業務の履行 

受託者は、公立大学法人首都大学東京情報セキュリティ基本方針の趣旨を踏まえ、以下の事項を

遵守しなければならない。 

 

２ 業務の推進体制 

(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関す

る責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業

務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。 

(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。 

 

３ 業務従事者への遵守事項の周知 

(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に

説明し周知徹底を図ること。 

(2) 受託者は、(1）の実施状況を委託者に報告すること。 

 

４ 秘密の保持 

受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様

とする。 

 

５ 目的外使用の禁止 

受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、こ

の契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。 

 

６ 複写及び複製の禁止 

受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品

等及びこれらに含まれる情報（以下「委託者からの貸与品等」という。）を、委託者の承諾なくし

て複写及び複製をしてはならない。 

 

７ 作業場所以外への持出禁止 

受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等（複写及び複製したも

のを含む。）について、２(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。 

 

８ 情報の保管及び管理 

受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって

以下の事項を遵守しなければならない。 

(1) 全般事項 

ア  契約履行過程 

(ｱ) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 

別紙２ 



 

ａ  委託業務を処理する施設等の入退室管理 

ｂ  委託者からの貸与品等の使用及び保管管理 

ｃ  仕様書等で指定する物件（以下「契約目的物」という。）、契約目的物の仕掛品及び契

約履行過程で発生した成果物（出力帳票及び電磁的記録物等）の作成、使用及び保管管理 

ｄ  その他、仕様書等で指定したもの 

(ｲ) 委託者から(ｱ)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求め

られた場合は直ちに提出すること。 

イ  契約履行完了時 

(ｱ) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。 

(ｲ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体（紙及び電磁的記

録媒体等一切の有形物）（以下「記録媒体」という。）については、契約履行完了後に記録

媒体上に含まれる当該委託業務に係る全ての情報を復元できないよう消去すること。 

(ｳ) (ｲ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去

日等を明示した書面で委託者に報告すること。 

(ｴ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は

再委託先における状況も同様に報告すること。 

ウ  契約解除時 

イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。 

エ  事故発生時 

契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者から

の貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状

況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。 

(2) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項 

委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報で

ある（以下「個人情報」という。）。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及

び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である（以下「機密情報」と

いう。）。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から

受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による

事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。 

個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。 

ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能

な保管室に格納する等適正に管理すること。 

イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設

け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。 

ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告

すること。 

エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じるこ

と。 

オ (1)イ(ｲ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情

報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得

るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。 

カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、

滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を

詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。 

キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委

託者に可能な限り情報を提供すること。 



 

ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必

要な事項の公表を行うことができる。 

ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実

施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。 

コ その他、東京都個人情報の保護に関する条例（平成2年東京都条例第113号）に従って、本委

託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。 

 

９ 委託者の施設内での作業 

(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託

者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。 

(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することが

できる。 

(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。 

ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。 

イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。 

ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。 

エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。 

 

10 再委託の取扱い 

(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書

面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。 

(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。 

ア 再委託の理由 

イ 再委託先の選定理由 

ウ 再委託先に対する業務の管理方法 

エ 再委託先の名称、代表者及び所在地 

オ 再委託する業務の内容 

カ 再委託する業務に含まれる情報の種類（個人情報及び機密情報については特に明記するこ

と。） 

キ 再委託先のセキュリティ管理体制（個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制につ

いては特に明記すること。） 

ク 再委託先がこの特記仕様書の１及び３から９までに定める事項を遵守する旨の誓約 

ケ その他、委託者が指定する事項 

(3) この特記仕様書の１及び３から９までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先に

おいても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負

う。 

 

11 実地調査及び指示等 

(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状

況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。 

(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に

係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。 

(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。 

 

12 情報の保管及び管理等に対する義務違反 

(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の３から９までに定める情報の保管及び管理等



 

に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。 

(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を

被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠

償額は、委託者が実際に被った損害額とする。 

 

13 かし担保責任 

(1) 契約目的物にかしがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてそのかしの修

補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 

(2) (1)の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、契約履行完了後、契約目的物の引渡しを

受けた日から１年以内に、これを行わなければならない。 

 

14 著作権等の取扱い 

この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 

(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法（昭

和45年法律第48号）第2章第3節第2款に規定する権利（以下「著作者人格権」という。）を有す

る場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は

この限りでない。 

(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託

先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 

(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続

する。 

(4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利（以下「著作権」という。）

を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受

託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用

性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾する

ものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、

改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有す

る著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場

合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。 

(5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。 

(6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途

協議の上定める。 

(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、

委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。 

 

15 運搬責任 

この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託

者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。 

 

 

16 書面による提出（報告）と受領確認 

  当該契約において、受託者から書面により提出を求める事項は、本仕様書の記載に関わらず、別 

 添「電子情報処理委託に係る（標準）特記仕様書 チェックシート」により定めるものとする。 

  委託者は、受託者から提出された書面について、当該チェックシートを用いて受領確認を行う。 

 



当該契約において、受託者は「提出の要否」欄の□にチェックが入った事項は、書面により委託者へ提出（報告）すること。

委託者は、受託者から提出された書面に必要事項が記載されていることを確認し、受領確認欄の□にチェックを入れること。

特記仕様書の内容
（根拠：標準特記仕様書該当箇所）

提出時期
提出の
要否

受領
確認

① 業務責任者（職・氏名） ☑ □

② 作業体制表 ☑ □

③ 連絡体制表 ☑ □

④ 作業場所 ☑ □

特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面
にし、委託者に提出すること。（根拠：２（１））

契約締結後直ちに提出すること。 □ □

契約の履行に関する遵守事項について、業務従事者
全員へ周知徹底し、実施状況を委託者に報告するこ
と。（根拠：３（２））

（提出事例）
業務従事者名簿兼周知状況報告書など

実施後速やかに報告すること。 □ □

① 作業場所等の入退室管理記録 ☑ □

② 貸与品等の使用及び保管管理記録 ☑ □

③
物件、仕掛品、成果物の作成、使用及び
保管管理記録 ☑ □

記録媒体について、契約履行完了後に記録媒体上
に含まれる当該委託業務に係る全ての情報を復元で
きないよう消去すること。（根拠：８（１）イ（ウ））
消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報
項目、数量、消去方法、消去日等を明示した書面で
委託者に報告すること。

契約履行完了後速やかに提出するこ
と。（契約解除時も同様。） □ □

①
履行完了に伴う特記仕様書遵守状況報告
書 □ □

②
履行完了に伴う特記仕様書遵守状況報告
書（再委託先の遵守状況報告書） □ □

事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発
生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委
託者に報告し、委託者の指示に従うこと。（根拠：８
（１）エ）

事故が発生した場合、遅滞なく報告する
こと。 ☑ □

この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告す
ること。また、再委託を行った場合は再委託先におけ
る状況も同様に報告すること。（根拠：８（１）イ（エ））

契約履行完了後速やかに提出するこ
と。（契約解除時も同様。）

3　遵守事項の周知状況報告書

提出を求められた場合は直ちに提出す
ること。

5　消去結果報告書

7　事故報告書

4　安全管理体制に係る資料
受託者は、以下の事項について安全管理上必要な
措置を講じること。（根拠：８（１）（イ））
a委託業務を処理する施設等の入退室管理、b委託
者からの貸与品等の使用及び保管管理、c仕様書等
で指定する物件、仕掛品、成果物の作成、使用及び
保管管理、dその他仕様書等で指定したもの

（提出事例）
①出退勤管理簿、施設等使用簿など
②貸与品等使用簿、貸与品貸出簿など
③物件等の受払簿など

6　履行完了に伴う特記仕様書遵守状況報告書

電子情報処理委託に係る（標準）特記仕様書　チェックシート

1　業務の推進体制表

2　誓約書

契約締結後直ちに提出すること。
なお、変更が生じた場合は速やかに変
更内容を提出すること。

当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制、作
業場所を書面にし、委託者に提出すること。（根拠：２
（１）、（２））

（提出事例）
①から④までを記載した連絡体制表など

件名　「　薬品管理支援ソフトウェアシステムの購入及び設定委託 　」

事項

公立大学法人首都大学東京



① 管理責任者（職・氏名） □ □

② 個人情報等の使用及び保管管理記録 □ □

個人情報及び機密情報に係る部分については、あら
かじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法、消去
予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の
承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を
行うこと。（根拠：８（２）オ）

消去前にあらかじめ申し出て、委託者
の承諾を得ること。 □ □

個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該
当する場合、個人情報等の項目、内容、数量、事故
の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面
をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に
従うこと。（根拠：８（２）カ）

事故が発生した場合、遅滞なく報告する
こと。 ☑ □

① 個人情報等研修計画 □ □

② 個人情報等研修実施状況報告書 □ □

① 再委託届出書 ☑ □

② 誓約書（再委託先） ☑ □

③ その他委託者が指定する事項 □ □

電子情報処理委託に係る（標準）特記仕様書に記載
のない追記事項

① □ □

② □ □

③ □ □

④ □ □

⑤ □ □

業務従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱
いについて必要な教育及び研修を実施すること。な
お、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて
委託者に提出すること。（根拠：８（２）ケ）

（提出事例）
①研修計画書
②研修実施状況報告書

研修計画は契約締結後、研修実施状況
報告書は実施後、速やかに提出するこ
と。
なお、業務の推進体制に変更があった
場合、速やかに変更内容を提出するこ
と。

13　その他

8　個人情報等管理記録

9　個人情報等消去申告書及び消去結果報告書

10　個人情報等事故報告書

11　教育及び研修計画及び実施状況報告書

12　再委託届出書

再委託を行う場合、あらかじめ再委託を行う旨を書面
にて申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
（以下、記載事項）
ア再委託の理由、イ再委託先の選定理由、ウ再委託
先に対する業務の管理方法、エ再委託先の名称、代
表者及び所在地、オ再委託する業務の内容、カ再委
託する業務に含まれる情報の種類（個人情報及び機
密情報については特に明記すること。）、キ再委託先
のセキュリティ管理体制（個人情報、機密情報、記録
媒体の保管及び管理体制については特に明記する
こと。）、ク再委託先がこの特記仕様書に定める事項
を遵守する旨の誓約、ケその他、委託者が指定する
事項（根拠：１０（１）、（２）

再委託前にあらかじめ申し出て、委託
者の承諾を得なければならない。

個人情報及び機密情報の管理状況の記録
ア個人情報及び機密情報に係る記録媒体を施錠で
きる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管
室に格納する等適正に管理すること。イアの管理に
当たっては、管理責任者を定め、台帳等を設け管理
状況を記録すること。委託者から要求があった場合
又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に
提出し報告すること。（根拠：８（２）ウ）
（提出事例）
②個人情報等使用簿、保管状況管理簿など

委託者から要求があった場合又は契約
履行完了後速やかに提出すること。
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